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１．募集の趣旨 

摂津市北部に位置する千里丘駅西地区は、JR 東海道本線で新大阪駅から約 10 分、

大阪駅から約 14 分、府道大阪高槻京都線及び府道正雀停車場線に囲まれた交通の要

衝ですが、地区内には狭隘道路に囲まれた木造住宅の建ち並び、駐車場利用など、良

好な土地利用が図られておらず、また駅前における交通混雑が生じています。 

そのため、現在、「つなぐ わ、広げる わ、育む わ ～ 人をつなぎ賑わいを広げま

ちを育てる ～」をまちづくりコンセプトとして、駅前にふさわしい拠点形成を図る

ことを目的に、摂津市が施行者となり、北部大阪都市計画事業千里丘駅西地区第一種

市街地再開発事業を進めており、このたび、令和 7 年 5 月に府道大阪高槻京都線に面

する 2 街区の商業業務施設（6 階建）の建築工事が完了しました。 

本市では、令和 7 年 3 月に策定した「第 1 期摂津市こども計画」に基づき、子ど

も・子育て支援施策の充実に努めており、毎年度の保育所等待機児童状況を踏まえ、

保育の受け皿の確保を図ってきました。しかし、現状の待機児童の状況や申込数に対

する入所児童数に差があるなど、全体の児童人口が減少する中、保育需要が依然とし

て増加傾向にある状況を総合的に考慮し、千里丘地域が中心となっている待機児童の

解消と新たに千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業のまちづくりコンセプトの実

現を目的に、2 街区の商業業務施設（6 階建）の 5 階 6 階部分について、土地・建物

の売却等、認可保育所の設置及び運営事業者の募集をプロポーザル方式により募集す

るものです。 

 

２．募集施設の概要 

施設種別 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する認可保育所 

または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）に規定する保育所型

認定こども園 

位置 

摂津市千里丘一丁目７番７号  

２街区商業業務施設５階 売却対象 

・６階（屋上） 専用使用 

（千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業） 

専有面積 ４４３．９７㎡ 

開所予定 
令和９年９月まで 

市と協議して決定 

定員 

認可定員７０人程度を確保すること 

利用定員（千里丘一丁目の１街区集合住宅の入居時期を考慮） 

及び年齢構成については、市と協議して決定 
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【開設場所】 

 
 

 

 

 

 

第２街区商業業務施設 
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【物件明細】 

■売買物件の表示 

 

物 

件 

の 

表 

示 

土 

地
（
敷 

地
） 

所 在 地 摂津市千里丘一丁目７０４番 

地 目 宅地 

面 積 １，０４９．８５ ㎡ 

共 有 持 分 １，０００，０００分の１７１，０００ 

地域・地区等 

商業地域、防火地域、高度利用地区、 

地区計画区域（千里丘駅西地区地区計画）、 

都市景観形成地区（千里丘駅西地区都市景観形成地区） 

区 域 別図①「位置図」のとおり 

建 
 
 
 

物 

所 在 地 摂津市千里丘一丁目７０４番 

構造・規模 鉄骨造・地上６階建（６階：塔屋階） 

建 築 面 積 ６３２．７２ ㎡ 

建 築 延 床 

面 積 
３，０５７．５７ ㎡ 

専 有 部 分 

所 在 階 ５階 

区 画 番 号 ５０１ 

面 積 ４４３．９７㎡ 

位 置 別図②「建物図面」のとおり 

共用部分の 

共 有 持 分 

全体共用 

１，０００，０００分の２０８，０００ 

※専有部分の床面積は壁芯計算のため、登記面積とは異なります。 

 

■利用条件 

◎管理及び使用 

・当該物件は区分所有建物であり、建物の管理及び使用等にあたっては、「ブライト

ステラ摂津千里丘ノース 管理規約集」（以下「管理規約集」という。）（別添資料①）

の内容を遵守すること。 

なお、一般的な事項は管理規約集に記載のとおりであるが、特に今回の売買物件が関

係する主な内容は以下のとおりとする。 

※別添資料はプロポーザル参加表明者に別途配布します。以下の【 】は管理規約集

の該当箇所。  

・事業者は、5階倉庫を専用使用するものとし、使用にあたっては使用細則第 11条

（倉庫）の内容を遵守するとともに、所有権を移転する場合は附則第 3条第 3項の内
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容を遵守すること。【管理規約 第 14条、附則第 3条第 3項、別表第 4、使用細則第

11条】 

・事業者は、屋上庭園（6階倉庫・トイレ含む）を専用使用するものとし、使用にあ

たっては使用細則第 12条（トイレ（6階））及び「ブライトステラ摂津千里丘ノース 

屋上庭園使用細則」の内容を遵守すること。【管理規約 第 14条、別表第 4、使用細

則第 12条、屋上庭園使用細則】 

・事業者は、当該建物の平面駐車場 5番について優先順位を第一順位として使用する

ことができる。使用料は月額 20,000円/区画を想定しており、使用にあたっては、「ブ

ライトステラ摂津千里丘ノース 駐車場使用細則」の内容を遵守すること。【駐車場

使用細則】 

・事業者は、壁面看板を 1区画使用することができる。使用料は月額 5,000円/区画

を想定しており、使用にあたっては、「ブライトステラ摂津千里丘ノース 壁面看板

設置使用細則」の内容を遵守すること。【壁面看板設置使用細則】 

・当該物件に係る管理費や上記の使用料、その他負担が必要な費用は、「ブライトス

テラ摂津千里丘ノース 管理費等料金一覧」に記載のとおりである。 

※事業者は、現在工事中のブライトステラ摂津千里丘サウス（1街区）の駐車場を 1

区画使用することができる。使用料は月額 30,000円/区画を想定しており、使用にあ

たっては、今後策定される 1街区の管理規約及び駐車場使用細則等の内容を遵守する

こと。 

◎内装設計 

・売買物件の建物設備については、別図③「建物詳細図」を参照すること。 

※別図③はプロポーザル参加表明者に別途配布します。 

・現在の区画用途は「事務所」であるため、建築確認申請（用途変更）が必要である。 

・内装設計にあたっては、「ブライトステラ摂津千里丘ノース専有部分等の修繕等に

関する細則」の内容を遵守すること。なお、第 7条 2）に記載の「内装設計指針書」

および附属資料の抜粋版は別添資料②のとおりである。 

◎内装工事 

・内装工事にあたっては、「ブライトステラ摂津千里丘ノース専有部分等の修繕等に

関する細則」の内容を遵守すること。 

 

３．売却の条件 

（１）最低売買価格 

１３５，６６７，４１０円 

    ※提出された買受希望価格が、最低売却価格未満である場合、失格とする。 

（２） 管理費等（令和７年１２月時点） 

項  目 金  額 

管理費 ３３５，６００円（月額） 

修繕積立金※１ ３２３，２００円（月額） 

屋上庭園（６階倉庫・トイレ含む） ２０，０００円（月額） 

５階倉庫 ３，４００円（月額） 
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エリアマネジメント会費 ５，０００円（月額） 

２街区駐車場使用料※希望した場合 ２０，０００円／台（月額） 

１街区駐車場使用料※希望した場合 ３０，０００円／台（月額） 

壁面看板設置使用料※希望した場合 ５，０００円（月額） 

※１ 長期修繕計画において、均等積立方式により修繕積立金の額が設定さ 

れています。 

※２ ２街区駐車場・１街区駐車場・壁面看板設置を希望した場合の使用料 

   それ以外の項目については必須項目となります。 

（３） 用途指定・用途制限等 

① 事業者は、選考された事業計画に基づいた物件利用に供するものとし、所有

権移転日から１０年間（以下「用途指定期間」という。）はその用途に供さ

なければならない。事業者が、事業計画等に規定する義務を遵守しない場合

は、本件を無条件で買い戻すことができるものとする買戻特約を土地売買契

約（本契約）締結の日から起算して１０年間設定し、買戻権の登記を行う。 

なお、事業を実施するうえで計画の内容を変更する必要が生じた場合には、

必ず本市と事前に協議し、承諾を得ること。 

② 用途指定期間中は、本市の承諾を得ないで本物件の所有権（区分所有を含む。）、

地上権、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転は

できないものとする。 

ただし、提出された事業計画書にあらかじめ示されている場合は、この限り

ではない。 

③ 用途指定期間にかかわらず、事業者（事業者から所有権を移転された者を含む）

は、本物件を公序良俗に反する用途又は風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に規定する営業（これら

に類する業を含む）の用途に供することはできないものとする。 

（４）売買について 

●土地売買契約の締結 

(1) 事業者は、市と「敷地付区分建物売買契約書」により、売買契約を締結する

こととする。なお、契約時期については、令和８年４月以降とする。 

(2) 正当な理由なく、期日までに「売買契約」が締結に至らなかった場合は、最

優秀提案者の地位は消滅する。 

(3) 売買契約締結時には、印鑑（代表者印）、法人の登記事項証明書及び定款が

必要となる。 

(4) 売買契約の締結及び契約保証金の納付 

ア 売買契約の締結時には、契約保証金として契約予定金額の100 分の10以上

を納付すること。なお、契約保証金は売買代金に充当するものとし、当該保

証金には利息を付さないものとする。 

イ 売買契約締結後、契約解除事由に該当する場合や売買代金の全額が納付さ

れない場合、本市は契約を解除できるものとし、この場合、契約保証金は本

市に帰属するものとする。 
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ウ 売買契約に関する費用は、事業者の負担とする。 

(5) 売買代金の納付及び物件の引き渡し 

ア 売却にあたっては、本物件を現状有姿にて、事業者に引き渡します。 

イ 売買契約締結日から本物件の引き渡し日までの間において、市の責めに帰

することのできない理由により、本物件が滅失、き損等の損害が生じた場合、

市は責任及び損害を負担しない。 

ウ 本物件の活用にあたっては、法令等の規制を遵守すること。 

エ 売買代金の入金が完了したとき、本物件の所有権が移転するものとし、鍵

の引き渡しは売買代金の入金を市が確認した後に行うものとする。 

●所有権移転登記等 

(1) 本物件を譲渡対象とし、所有権を移転する。 なお、所有権移転登記と同時に、

買戻しの特約登記（１０年間）を申請する。 

(2) 売買代金の入金を確認後、市が所有権移転に伴う登記（保存登記）を嘱託し

ます。なお、登記に要する費用は、事業者の負担とする。 

(3) 事業者は提案書に記載する事業内容に基づく、工事の着手及び本事業が完了

した旨を市に通知するものとする。 

(4) 所有権移転完了後も、事業者は市の求めに応じ、提案書に記載する事業内容

の実施に関する協議及び調整に協力すること。 

(5) 本物件に賦課される公租公課については、事業者の負担とする。 

 

（５）現地見学会について 

事業用地の現地見学会を実施するので、参加を希望する事業者は、令和 7 年 12

月 16 日（火）午後 5 時までに、保育教育課へメール及び電話にて事前申込する

こと。 

① 実施日時：令和 7 年 12 月 19 日（金） 

② 申込期限：令和 7 年 12 月 16 日（火）午後 5 時まで 

③提 出 先：摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課 

④備  考：現地見学会に参加を希望する事業者は、事前申込みが必要である。 

      １事業者あたり 20 分程度を予定している。 

      現地見学の時間を連絡するので、指定された時間内で見学すること。 

      現地見学会での質疑応答は一切受付しない。 

      応募にあたって、現地見学会への参加は必須ではない。 
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４．応募事業者の要件 

（１）応募事業者の資格 

  以下の①、②のいずれかに該当すること。 

① 摂津市内に法人本部を置き、令和７年 12 月現在、摂津市内で認可保育所、認

定こども園、幼稚園を設置運営している社会福祉法人、ＮＰＯ法人、学校法

人、株式会社 

② 大阪府内に法人本部を置き、令和７年 12 月現在、大阪府内において認可保育

所又は認定こども園（保育所から移行した認定こども園のみとし、期間は保

育所の運営期間を含む。）を３年以上設置運営している社会福祉法人、ＮＰＯ

法人、学校法人、株式会社 

（２）応募事業者の適正、条件 

以下の①から③の全てを満たすこと。 

① 保育所を運営するために必要な経営基盤及び社会的信望を有し、社会福祉事

業に熱意と識見を有すること。 

② 運営事業者が自ら、当該保育所を運営すること。                         

③ 児童福祉法、子ども・子育て支援法その他関係法令を遵守するとともに、  

摂津市の教育・保育行政を理解し、積極的に協力できること。 

（３）応募資格のないもの 

  以下の①から⑧のいずれかに該当するもの。 

① 「摂津市暴力団排除条例」第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接

関係者に該当する者が含まれている場合。 

② 民事再生法および会社更生法等の規定に基づき再生又は更生手続きを開始し

ている場合。 

③ 破産法の規定に基づく破産手続きを開始している場合。 

④ 国税及び地方税について滞納している場合。 

⑤ 過去３年の所轄庁の指導監査等において、重大な文書指摘を受けている場合。 

（ただし、適切な改善報告がなされている場合は、この限りではない） 

⑥ 労働関連法令に違反し、官公署から摘発又は勧告等を受けている場合。 

⑦ 児童福祉法第３５条第５項第４号の規定に該当する者が含まれている場合。 

⑧ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当している場合。 

 

５．施設整備等に関する基本条件 

（１）施設計画及び仕様について 

① 近隣に十分配慮した計画とした上で、近隣住民に対し十分な説明を行うとと

もに、意見や要望に対して誠実に対応すること（目隠し、植栽、騒音対策、

調理室からの臭気対策など）。 

② 物件の内観、外観及び色彩は、周辺の住宅地の景観と調和させること。 

③ 保護者の送迎時の利便性と近隣への配慮のため、児童送迎用の駐車場の確保

に努めること。 

④ 保護者の送迎時の利便性と近隣への配慮のため、児童送迎用の駐輪場の確保
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に努めること。 

⑤ ２歳児以上１人あたり３.３㎡以上の屋外遊戯場を設けること。 

⑥ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）等の関係法令のほか建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、その他

建築確認申請に伴い必要な条例等を遵守すること。 

 

６．施設運営に関する条件 

  ① 児童福祉法、子ども・子育て支援法、保育所保育指針、摂津市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準、その他関係法令に適合すること。 

  ② 保育時間中や保育送迎時の安全対策を講じること。  

 

７．保育の条件 

（１）関係法令等の遵守 

  児童福祉法その他関係法令等を遵守し、大阪府及び本市の指導に従うこと。 

（２）開所時間及び休園日 

  ① 開所時間は午前７時から午後７時までとする。ただし、利用状況等を勘案し、

延長保育を実施すること。 

  ② 通常の保育時間は、午前７時から午後６時まで（保育標準時間）、午前９時

から午後５時（保育短時間）を基本とすること。 

  ③ 休園日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日、年末年始とすること。 

（３）受入れ年齢 

  産休明け児童から小学校就学前児童を受け入れること。 

（４）職員配置 

  ① 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、その他関係法令に適合すること。 

  ② 施設長は、保育所・幼稚園・幼保連携型認定こども園で２年以上施設長等（主

任保育士を含む）管理職員として勤務した経験を有する者で児童福祉に熱意

のある者とすること。 

  ③ 保育士の年齢構成に偏りがないよう配慮し、５年以上の保育士経験を有する

者を概ね１／３以上配置するよう努めること。 

  ④ 保健師、看護師又は准看護師の配置に努め、児童の健康管理に努めること。 

  ⑤ 栄養士等の配置に努め、児童の栄養管理及び食育を推進すること。 

  ⑥ 食数に応じた調理員を配置すること。 

  ⑦ 嘱託医を配置すること。 

（５）地域子ども・子育て支援事業 

延長保育を実施すること。また、一時保育、地域子育て支援拠点事業、病児・病

後児保育など地域子ども・子育て支援事業の実施に努めること。 

（６）支援の必要な児童の受け入れ 

① 障害児等、支援の必要な児童に対する保育を実施すること。また、計画的
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な職員研修を実施すること。 

② 支援の必要な児童に対する保育については、一人一人の児童の発達や障害

等の状態を把握し、指導計画の中に位置づけて、適切な環境の下で他の児

童との生活を通して、両者が共に健全な発達が図られるように努めること。 

（７）地域の子育て支援 

  ①  園庭開放をはじめ、子育て相談、親子体験教室、赤ちゃん教室等の開催に努

めること（保育所設置の場合）。 

  ② 地域の施設（保育所、幼稚園、認定こども園、小学校）、関係団体（自治会、

校区福祉委員会など）と積極的に交流を図ること。 

（８）給食及び保健衛生 

  ① 自園調理方式による完全給食を実施し、調理業務の委託は行わないこと。 

  ② 給食の提供にあたっては、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用

した食事計画について」、「保育所における食事提供のガイドライン」、「保育

所におけるアレルギー対応ガイドライン」等に基づき、児童の発育・発達に

応じた食事を提供するとともに、体調や食物アレルギーに対する代替食・除

去食の実施など個別の案件にも十分な配慮を行うこと。 

  ③ 「食育基本法」や「保育所における食育に関する指針」に基づき、各年齢の

発育・発達段階に応じた食育に取り組み、摂津市が実施する食育を推進する

こと。また、献立の掲示や展示食を実施するなど、児童及び保護者に対する

栄養指導に努めること。 

  ④ 給食施設及び設備、施設全般の衛生管理と児童及び職員の健康管理の徹底を

図ること。 

  ⑤ 損害賠償保険に加入するとともに、保護者に対しても日本スポーツ振興セン

ターが行う災害共済給付制度への加入促進を働きかけるなど児童の不慮の

事故に備えること。 

  ⑥ 健康診断については、関係法令等の定めによるほか、児童の状況により、適

切に行うこと。 

（９）職員研修 

職員の資質向上のため、人権研修をはじめとした職員研修計画を策定し、積極的

に研修等への参加を促すこと。 

（１０）家庭との連携 

  保護者との懇談を適宜行い、保護者の意向を把握するとともに、保護者の要望に

対しては、誠意をもって対応すること。 

（１１）苦情対応、自己評価・第三者評価等 

  ① 苦情解決の仕組み（苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員の設置）

を整備し、適切に運用すること。 

  ② 保育所の管理運営や提供する保育サービスを評価する第三者評価の受審に

努めること。 

  ③ 自己評価を実施すること。 

  ④ 法令遵守責任者の選任等、業務管理体制を整備すること。 
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  ⑤ 個人情報取り扱い指針を定める等、個人情報の保護・管理体制を整備するこ

と。 

 

８．保育所等整備に係る補助金 

施設整備について、摂津市民間保育所等施設整備費補助金交付要綱に基づき、本

体工事費や設計料等に対する補助金を交付する。 

※今後、国の補助制度の改正に伴い、基準額等が変更になる場合がある。 

 

９．保育所等管理等に係る補助金 

千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業保育所管理費等補助金（仮称）を創設し、

物件を引き渡し後、管理費等に対する補助金を交付する。月額１０３，０００円を

上限額とする。摂津市議会における予算に関する議決前であるため、翌年度以降の

上記金額の支出を保証するものではありません。 

 

１０．提出書類 

申請書類については、次に掲げる書類一式を正本１部、副本７部用意すること。 

（１）保育所等設置・運営申込書（様式１） 

（２）事業者の経営方針・応募理由・保育所等運営実績（様式２） 

（３）保育所等運営事業計画書（様式３） 

（４）職員配置計画書（様式４） 

（５）経営者一覧表（様式５） 

（６）履歴書（理事長・施設長予定者）（様式６） 

（７）施設長予定者の識見・熱意（様式７） 

（８）資金計画書（様式８） 

（９）誓約書（様式９） 

（１０）価格提案書（様式１０） 

  添付書類１ 定款・寄附行為 

  添付書類２ 登記簿謄本又は登記事項証明書（「履歴事項全部証明書」） 

  添付書類３ 財務諸表（直近３年間）（法人全体の資金収支計算書、事業活動計

算書、貸借対照表、財産目録） 

        ※公認会計士の監査報告書を添付すること 

  添付書類４ 現況報告書・事業報告書等 

          

 ※提出書類は返却しない。 

 ※申請に要する経費等は全て応募者の負担とする。 

 ※応募にあたって提出する書類の追加・差し替えは原則認めない。 

 ※証明書類の発行日については、証明日が申請日の３ヶ月以内のものであること。 

 ※フラットファイルの表紙、背表紙に件名、事業者名を記入し、書類はインデック

ス等で項目を分けること。用紙はＡ４サイズとすること。 
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１１．実施スケジュール 

 

 実施内容 期日・期間等 

１ 実施要項・様式等ホームページ公表 令和 7年 12月 10日（水） 

２ 現地見学会申込期限 令和 7年 12月 16日（火） 

３ 現地見学会 令和 7年 12月 19日（金） 

４ 質問受付期間 令和 7年 12月 24日（水） 

５ 参加表明期限 令和 7年 12月 26日（金） 

６ 質問回答予定日 令和 8年 1月 9日（金） 

７ 運営申込書等書類提出期限 令和 8年 1月 21日（水） 

８ 審査日（プレゼンテーション） 令和 8年 1月 28日（水） 

９ 審査結果通知 令和 8年 2月 3日（火） 

 

（１）募集要項の公表、配布  

①期  間：令和７年１２月１０日（水）から令和 7年１２月２６日（金）まで 

②配布場所：摂津市ホームページで公表及び、保育教育課（市役所新館６階） 

午前９時～午後５時 ※土・日・祝日除く 

 

（２）現地見学会 

  ①開催予定日：令和７年１２月１９日（金） 

  ②申込期限：令和７年１２月１６日（火）午後５時まで 

③提 出 先：摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課 

      メールアドレス：hoiku-kyouiku@city.settsu.osaka.jp 

      提出する場合は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてく

ださい。 

応募にあたって、現地見学会への参加は必須ではない。 

 

（３）質問等の受付・回答 

①期  間：令和７年１２月１０日（水）から１２月２４日（水）午後５時まで 

②提 出 先：摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課 

      メールアドレス：hoiku-kyouiku@city.settsu.osaka.jp 

      提出する場合は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてく

ださい。 

③ 提出方法：質問事項を簡潔に電子メールで提出すること 

④回  答：質問と回答を一覧とし、令和８年１月９日（金）までに摂津市保育

教育課ホームページに掲載する。 

 

 

（４）参加申込手続き（参加表明書の提出） 

①期  間：令和７年１２月１０日（水）から１２月２６日（金）午後５時まで 

mailto:hoiku-kyouiku@city.settsu.osaka.jp
mailto:hoiku-kyouiku@city.settsu.osaka.jp
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②提 出 先：摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課 

      メールアドレス：hoiku-kyouiku@city.settsu.osaka.jp 

      提出する場合は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてく

ださい。 

③提出方法：参加表明書を電子メールで提出すること 

④備  考：参加表明書の提出のあった者に対し、「管理規約集」および「建物 

詳細図」を送付します。 

１２月２６日（金）午後５時までの時点で、参加表明が１者に満た

ない場合は、プロポーザルを中止するものとする。 

 

（５）申請書類の提出期間等 

①申請書類：正１部・副７部 

   ※フラットファイルの表紙、背表紙に件名、事業者名を記入し書類はインデッ

クス等で項目を分けること。用紙はＡ４サイズとすること。 

②提出期間：令和７年１２月１０日（水）から令和８年１月２１日（水）まで 

午前９時～午後５時 ※土・日・祝日除く 

③提 出 先：摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課 

（市役所新館６階） 

  ④提出方法：持参 

 

（６）プレゼンテーション及びヒアリング 

  ①実 施 日：令和８年１月２８日（水） 
        日程、時間、会場等の詳細は、各提案者に別途通知する。 

 

（７）審査結果通知 

  ①通 知 日：令和８年２月３日（火） 
選考結果は応募事業者に書面にて通知する。 

また、摂津市ホームページで公開する。 

 

１２．応募事業者審査・選考 

（１）千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業摂津市民間保育所等設置・運営事業者

選定委員会（以下「委員会」という。）が、提出書類に加え、事業者によるプレ

ゼンテーションを実施し、評価点の最高事業者を保育所の運営事業者として選定

する。なお、辞退等が発生した場合は、次に評価点の高い事業者から順次選定す

る。  

（２）応募事業者が５者以上の場合、委員会は、次の手法により選考する。 

 ・予備審査 選考項目による審査 （４事業者まで選考） 

 ・本審査  選考項目による審査及びプレゼンテーション 

  ただし、別に定める基準点を満たしていることを条件に選定する。 

 ・１者当たりの所要時間（40 分） 

mailto:hoiku-kyouiku@city.settsu.osaka.jp
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  準備 5 分、プレゼンテーション 20 分、質疑応答 10 分、撤収 5 分 

 ・内容説明 

  プレゼンテーションは、提案者が提出した提案書をもとに行うものとする。 

  パソコン等の電子機器を利用する場合、プロジェクター及びスクリーンは本市で

用意するが、パソコン及びその他の機器は提案者が持参すること。 

 ・参加人数 ５名以内 

 ・その他 

  提案者が 1 者であってもプレゼンテーションは実施し、選定の可否を決定する。 

 

（３）提出書類に疑義があるときは、審査前に内容確認のための事前審査を行うこと

がある。また、委員会の会議並びに評価の基準は非公開とする。 

（４）委員会の選考結果を尊重し、摂津市長が運営事業者の候補者を決定する。なお、

審査の経緯や内容に関しての質疑及び審査結果に対する異議は受け付けない。 

（５）運営事業者選定に当たり、委員会委員が、運営事業者候補者が運営する保育所

等の施設見学、保育内容の質疑等を求めた場合は協力するものとする。 

（６）応募事業者名は、公開する。 

（７）選考結果は応募事業者に書面にて通知する。また、摂津市ホームページで公開

する。 

（８）提出された応募書類は、摂津市情報公開条例の規定に基づき公開する。 

（９）申請受付後であっても、次の要件に該当することが判明した場合は、失格とし

て審査の対象から除外する。 

  ①応募資格がないことが判明した場合。 

  ②提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合。 

  ③その他不正と認められる行為が判明した場合。 
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１３．選考基準 

選考に当たっての審査項目は次のとおりとする。この審査項目について、 

評点の合計が最も高い申請者を最優秀運営事業者１者、次点者１者を選定する。 

ただし、選考基準に定める基準点（全体配分の 60％）以上の者とする。 

審査項目 審査のポイント 配点 

１．法人の経営方針・保育所等運営実績等について（様式２・様式３・様式５～

様式７、添付書類４） 

１５点 

（１）経営方針・応募理由 保育所等の設置目的や役割等を十分に理解し、そ

れに向けた管理運営に対する理念や基本方針を

持っているか。 

 ５ 

（２）保育所等運営実績 市内、市外での保育所等の運営実績があるか。  ５ 

（３）理事長及び施設長予定者

の経歴、識見、熱意 

理事長、施設長予定者の職責として、十分な経験

があるか。施設長予定者の教育・保育行政に対す

る考え方が適切であるか。 

 ５ 

２．保育所等事業計画（保育所等運営）について（様式３、基本計画図面等） ７０点 

（１）教育・保育理念 時代に適合した教育・保育理念となっているか。  ５ 

（２）年間行事計画 児童の発達過程、時期に応じた行事計画となって

いるか。 
１０ 

（３）安全・衛生対策、保健 児童の安全や衛生管理が十分図られる内容とな

っているか。児童一人一人に対して適切な健康管

理ができる取り組みとなっているか。 

１０ 

（４）施設整備 近隣に十分配慮した施設整備の考え方が示され

ているか。また、施設を最大限活用した保育枠

（２、３号）の定員設定となっているか。 

３５ 

（５）開所時間及び休所日 保護者ニーズに応える開所時間、休所日となって

いるか。 

１０ 

３．保育所等事業計画（教育・保育内容等）について（様式３） １３０点 

（１）教育・保育内容 児童の心身の安らぎを最大限重視されている内

容となっているか。 

１０ 

（２）就学前教育の取組み 摂津市就学前教育・保育実践の手引き（市ホーム

ページに掲載）を踏まえた取組み（実績含む）が

示されているか。 

２０ 

（３）食育、給食 食育に対する取組みが明確か。栄養やアレルギー

対応の考え、方策が示されているか。 
１０ 

（４）地域子ども・子育て支援

事業の取組み 

延長保育、病児・病後児保育、一時保育等の取組

みを行うか。 
１０ 

（５）支援の必要な児童の受入          

れ 

支援の必要な児童の受入れに対する考え方が適

切であるか。 

１０ 
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（６）家庭との連携・地域との

連携 

園の考え方を伝えるとともに保護者の話を聞く

姿勢、支援の考えが示されているか。 

関係機関との連携を図りながら保育を実施する

工夫が示されているか。 

１０ 

 

（７）職員の資質向上 人権研修をはじめ、職員の資質向上を図る研修計

画等が適切であるか。 
１０ 

（８）事故防止等安全対策 保育中の事故防止等のため、マニュアル等が整備

されているか。 
１０ 

（９）苦情・要望等対応 保護者等からの苦情・要望に対しての体制が整備

されているか。 
１０ 

（１０）個人情報の取り扱いに

ついて 

個人情報を適切に管理ができているか。 
１０ 

（１１）自己評価、外部評価 自己評価、外部評価の実施予定とその内容は適切

か。 
１０ 

（１２）その他提案事項 教育・保育の質の向上を図るための創意工夫のあ

る独自提案があるか。 
１０ 

４．職員配置計画について（様式４） １０点 

（１）施設長以下職員体制 施設長及び主任保育士等の配置が保育所等運営

を行う上で適正であるか。 

定員設定や特別保育実施の上で最低基準上の保

育士配置人数と乖離がないか。 

保健師、看護師、准看護師、栄養士等が配置され

ているか。 

１０ 

５．資金計画及び経理状況等（様式８・添付書類１～４、別添財務書類） ２０点 

（１）財務状態 健全で無理のない予算執行が行われているか。 １０ 

（２）資金計画 保育所等整備後も安定的な保育所等運営が可能

か。 

１０ 

６．提案価格について（様式１０） ５５点 

（１）価格 価格点＝ 

買受希望提案価格÷最高価格×配点(45 点) 

＋｛配点（10 点）－（補助金提案価格÷最高価

格×配点（10 点）｝ 

５５ 
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問い合わせ先 

摂津市教育委員会事務局 こども家庭部 保育教育課 

摂津市役所新館６階 

〒５６６－８５５５ 摂津市三島一丁目 1 番 1 号 

電 話 ０６－６３８３－１１８４（直通） 

F A X ０６－６３１９－１９３０ 

E-mail hoiku-kyouiku@city.settsu.osaka.jp 


